
令和７年 12月 苦情解決について（ご報告） 

 

幼保連携型認定こども園青葉幼稚園 

 

 令和７年 12月における苦情はありませんでした。 

 

幼保連携型認定こども園青葉幼稚園 苦情解決について 

Ⅰ 目的 

〔1〕 社会福祉法第８２条の規定により、幼保連携型認定こども園青葉幼稚園では保護者か

らの苦情に適切に対応する体制を整えています。 

〔2〕 本園における苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員を下記のとおり設置

し、苦情解決に努めています。 

 

Ⅱ 苦情解決のための仕組みについて 

〔1〕 苦情解決のための園内体制について 

◎ 苦情解決責任者  園 長 後藤正幸 

◎ 苦情受付担当者  青木愛・後藤照英 

〔2〕 苦情解決のための第三者委員について 

 本園に相談しても納得のいかない返事や、解決しそうもない時は､第三者委員へ相談す

ることができます。 

  ◎第三者委員 中岡正之（学校法人後藤学園監事） 

  ◎第三者委員 武市盛幸（学校法人後藤学園監事） 

 

Ⅲ 苦情解決の流れについて 

 （１）苦情等の相談、受付 

    苦情は、面接・電話・書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。 

    なお、第三者委員に直接苦情を申し出ることもできます。 

 （２）苦情受付の報告・確認 

   苦情受付担当者が受け付けた苦情を、苦情解決責任者と第三者委員（苦情申出人

が第三者への報告を拒否した場合を除く）に報告いたします。第三者委員は、内容

を確認し、苦情申出人に対して、報告を受けた旨を通知します。 

 （３）苦情解決のための話し合い 

    苦情責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。 

    その際、苦情申出人は、第三者委員の助言や立会人を求めることができます。 

    なお、第三者委員の立会いによる話し合いは、次により行います。 

     ア、第三者委員による苦情の内容の確認 

     イ、第三者委員による苦情解決案の調整、助言 

     ウ、話し合いの結果や改善事項等の確認 

（４）苦情解決結果の公表 

   苦情に関する記録は作成後２年以上保存し、苦情解決結果の公表はホームペー

ジ等において行います。 

 


